
自民･公明･維新＋国民民主による憲法破壊を許さない

緊急事態条項は自由と民主主義の破壊・対敵基地攻撃能力は戦争への道

憲
法
守
ら
ぬ
者
が
憲
法
変
え
る
？

洛
西
生
協
前
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ

28
日
行
動
に
参
加
を

2
月
28
日(

月
）

午
後
4
時
か
ら

4
時
30
分

境
谷
本
通

洛
西
生
協
交
差
点

２
月
は
28
日
に
な
り
ま
す

マ
ス
ク
着
用
で
ご
参
加
く
だ
さ
い
。
小
雨
決
行
。

洛
西
平
和
ネ
ッ
ト

発
行

２
０
２
２
年
２
月
１
９
日

事
務
局

連
絡
先

Ｔ
Ｅ
Ｌ

０
９
０
ー
７
８
８
５
ー
２
４
３
０

憲
法
９
条
改
悪
を
許
さ
な
い
署
名

広
げ
て
下
さ
い
。

１
９
４
５
年
８
月
１
５
日
、
天
皇
制
政
府
は
、
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
を
受
諾
し
て
連
合
国

に
降
伏
し
ま
し
た
。
１
５
年
に
わ
た
る
戦
争
は
日
本
人
の
軍
人
軍
属
な
ど
の
戦
死
２
３

０
万
人
、
民
間
人
の
国
外
で
の
死
亡
３
０
万
人
、
国
内
で
の
空
襲
等
に
よ
る
死
者
５
０

万
人
以
上
、
合
計
３
１
０
万
人
以
上
（
６
３
年
の
厚
生
省
発
表
）
の
犠
牲
を
も
た
ら
し

ま
し
た
。

日
本
の
侵
略
戦
争
は
、
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
各
国
に
２
０
０
０
万
人
以
上
の
死
者
を
ふ

く
む
史
上
最
大
の
惨
害
を
も
た
ら
し
ま
し
た
。
こ
の
数
は
、
各
国
の
政
府
公
表
あ
る
い

は
公
的
発
表
に
も
と
づ
く
も
の
で
す
。
日
本
国
憲
法
は
人
々
の
犠
牲
の
下
に
、
も
う
二

度
と
戦
争
は
し
な
い
と
誓
っ
て
作
ら
れ
た
憲
法
で
す
。

岸
田
総
理
を
は
じ
め
自
民･
公
明･

維
新
等
の
改
憲
政
党
は
、
外
交
努
力
も
満
足
に

せ
ず
中
国
や
北
朝
鮮
の
「
脅
威
」
に
対
抗
し
て
憲
法
を
変
え
て
軍
事
的
対
抗
を
強
め
よ

う
と
し
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
で
平
和
が
守
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

憲
法
99
条
に
書
か
れ
た
「
権
力
者
」
が
暴
走
し
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
次
の
項
目
も

書
か
れ
て
い
ま
す
。

今
こ
そ
国
民
が
立
ち
上
が
り
「
憲
法
守
れ
」
の
声
を
大
き
く
す
る
と
き
で
す
。

憲
法
で
徴
兵
制
は
拒
否
し
て
い
る

第
十
八
条

何
人
も
、
い
か
な
る
奴
隷
的
拘
束
も
受
け
な
い
。
又
、

犯
罪
に
因
る
処
罰
の
場
合
を
除
い
て
は
、
そ
の
意
に
反

す
る
苦
役
に
服
さ
せ
ら
れ
な
い
。

韓
国
で
は
男
子
徴
兵
制
が
あ
り
ま
す
。
有
名
タ
レ
ン

ト
で
も
例
外
は
あ
り
ま
せ
ん
。
憲
法
の
「
意
に
反
す
る

苦
役
」
が
徴
兵
制
に
あ
た
る
と
自
民
党
も
言
っ
て
き
ま

し
た
が
、
自
衛
隊
の
定
員
割
れ
が
続
い
て
い
ま
す
。

自
衛
隊
を
憲
法
に
書
き
込
め
ば
、
徴
兵
制
へ
の
道
が

開
く
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

憲
法
を
暮
ら
し
に
生
か
せ
ば
健
康
に
暮
ら
せ
る

第
二
十
五
条

す
べ
て
国
民
は
、
健
康
で
文
化
的
な
最
低
限
度
の
生
活
を
営
む
権
利
を
有
す

る
。

②

国
は
、
す
べ
て
の
生
活
部
面
に
つ
い
て
、
社
会
福
祉
、
社
会
保
障
及
び

公
衆
衛
生
の
向
上
及
び
増
進
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

憲
法
学
習
会
の
お
知
ら
せ

3
月
5
日
（
土
）
午
後
1
時
30
分
よ
り

洛
西

境
谷
会
館
会
議
室

お
話

松
竹

伸
行
さ
ん

（
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト

専
門
：
外
交･

安
全
保
障
）

ど
な
た
で
も
参
加
で
き
ま
す
。
参
加
費
無
料

会
場
募
金
を
お
願
い
し
ま
す

第
九
十
九
条

天
皇
又
は
摂
政
及
び
国
務
大
臣
、
国
会
議
員
、
裁
判
官
そ
の
他
の
公
務

員
は
、
こ
の
憲
法
を
尊
重
し
擁
護
す
る
義
務
を
負
ふ
。

第
十
二
条

こ
の
憲
法
が
国
民
に
保
障
す
る
自
由
及
び
権
利
は
、
国
民
の
不
断
の
努
力

に
よ
つ
て
、
こ
れ
を
保
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
又
、
国
民
は
、
こ
れ

を
濫
用
し
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
つ
て
、
常
に
公
共
の
福
祉
の
た
め
に
こ

れ
を
利
用
す
る
責
任
を
負
ふ
。

コ
ロ
ナ
渦
の
中
で
暮
ら
し
が
脅
か
さ
れ
て
い
ま
す
。

今
こ
そ
憲
法
25
条
の
条
文
を
生
か
し
て
い
く
と
き
で
す
。
健
康
で
文
化
的
な
暮
ら
し
と

は
ど
ん
な
暮
ら
し
な
ん
で
し
ょ
う
か
。

こ
の
こ
と
わ
ざ
は
、
今
の
壊
れ
て
い
く
日
本
の
姿
を
見

る
と
、
や
は
り
憲
法
25
条
に
基
づ
く
社
会
保
障
の
充
実

を
国
に
求
め
て
い
く
事
が
必
要
で
は
無
い
で
し
ょ
う
か
。

ア
メ
リ
カ
と
日
本
の
財
界･

大
企
業
の
言
い
な
り
の
政

治
を
、
国
民
が
主
人
公
の
政
治
に
変
え
て
い
く
必
要
が
あ

り
ま
す
。

衣
食
足
り
て
礼
節
を
知
る
と
故
事
に
有
り
ま
す

生
活
に
ゆ
と
り
が
で
き
て
こ
そ
、
礼
儀
や
節
度
を
わ
き
ま
え
る
よ
う
に
な
る
。
政

治
の
要
（
か
な
め
）
は
国
民
の
ゆ
と
り
あ
る
生
活
に
あ
る
と
い
う
た
と
え
。
「
衣
食
」

は
、
衣
服
と
食
物
の
意
味
。
「
礼
節
」
は
、
礼
儀
作
法
ま
た
礼
儀
と
節
度
。



苦しむ国民・解決は消費税減税と大幅賃上げ

持
ち
株
会
社
が
支
配
す
る
大
企
業

大
幅
賃
上
げ
は
可
能

大
企
業
の
内
部
留
保
金
が
４
７
０
兆
円
に
も
達
し
て
い
ま
す
。

内
部
留
保
金
は
コ
ロ
ナ
渦
で
も
増
額
し
て
い
ま
す
。

法
人
税
減
税
や
研
究
開
発
費
減
税
、
子
会
社
・
海
外
子
会
社
な
ど
の
受
取

り
配
当
金
を
「
益
金
不
算
入
」
な
ど
の
優
遇
で
積
み
上
が
り
、
多
く
の
企

業
は
賃
上
げ
よ
り
株
主
優
先
の
「
配
当
増
額
」
「
自
社
株
購
入
」
に
あ
て
、

さ
ら
に
投
資
を
行
い
「
財
テ
ク
」
が
経
常
利
益
の
３
割
を
占
め
る
に
至
っ

て
い
ま
す
。

ま
と
も
な
仕
事
よ
り
「
財
テ
ク
」
で
稼
ぐ
こ
と
が
、
日
本
の
製
造
業
の

デ
ー
タ
ー
ご
ま
か
し
な
ど
「
本
業
軽
視
」
に
つ
な
が
っ
て
い
る
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

戦
後
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
指
令
の
下
に
財
閥
「
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
」
が
解
体
さ
れ
ま
し
た
。

１
９
９
７
年
に
持
株
会
社
が
解
禁
さ
れ
、
現
在
の
○
○
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
と
言
う
持

株
会
社
が
多
数
に
な
っ
て
い
ま
す
。
大
企
業
は
持
株
会
社
の
下
に
国
内
外
に
多
数
の

子
会
社
を
作
り
、
子
会
社
を
支
配
し
、
毎
年
配
当
金
を
「
上
納
」
さ
せ
て
い
ま
す
。

そ
の
配
当
金
に
は
ほ
と
ん
ど
課
税
が
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

消
費
税
は
社
会
保
障
の
た
め
と
い
う
ウ
ソ

ど
ん
ど
ん
改
悪
さ
れ
た
社
会
保
障
（
左
図
）


